
〔令和７年１２月２２日 第１６回定例会資料〕

議案第５２号

１ 議案名

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関す

る規則を廃止する規則について

２ 提案理由

当該規則は適用対象の消滅等に伴い実効性を喪失していると判断され

るため、廃止する必要がある。

教 職 員 課





徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する

規則の廃止について

教職員課

１ 規則の内容

当該規則は、技能労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員（昭和５１

年４月１日以降新たに給料表の適用を受けることとなるものを除く。）について、

昇給の期間に関し特例を定めるものである。

２ 廃止の理由

当該規則は適用対象の消滅等に伴い実効性を喪失していると判断されるため、

廃止する必要がある。

３ 施行期日等

公布の日から施行
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徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
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中
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す
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。

附

則
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る
。
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○徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則

昭和五十年十二月二十三日

徳島県教育委員会規則第十四号

〔徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則〕

を次のように定める。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関する規則

(平一六教委規則二・改称)

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の昇給期間の特例に関しては、技能労務職員の昇給

期間の特例に関する規則(昭和五十年徳島県規則第八十八号)の例による。

附　則

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附　則(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
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